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5. 公園緑地周辺における景観コントロールの取組み事例 

5-1 各眺望タイプにおける眺望保全・再生の取組み事例 

ここでは、各眺望景観タイプにおける眺望保全・再生の取組み事例を示す。 

 

タイプ A-1 
園内+園外を眺望対象とした水平パノラマ景 

【事例：後楽園（岡山県岡山市）】2) 

◆公園緑地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆園内におけるコントロール 

 園内は、岡山県土木部後楽園事務所により、園

内景を保つための維持管理が行われている。 

 園地縁辺部の植栽については、操山への眺望確

保のための管理と背後のマンション等の隠蔽

のための管理が両面から行われている。 

操山、芥子山 
延養亭 

園内樹林 

後楽園は、江戸時代初

期に岡山藩主池田綱政に

よってつくられた日本庭

園であり、日本三名園の

ひとつである。 

藩主の居間である延養

亭を中心とした池泉回遊

式の庭園であり、延養亭

から操山・芥子山を借景

としている。 

阻害要素の隠蔽と借景要素への見えの確保 

延養亭から操山への眺望 
 

【周辺地図】1) 
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 園内には、操山を借景とする眺望景観についての解説を記載した配布物があり、眺望

景観の価値の社会化についても取り組まれている。 

◆園外におけるコントロール 

 園外は、岡山市風致地区条例と岡山市景観計画および岡山市景観条例の二段階の規

制・誘導により、後楽園から操山・芥子山への眺望を保全している。 

 岡山市景観計画に係る届出については、独自開発の景観シミュレーションシステムに

より、園内植栽を含めた園内からの眺望予測を行い、届出者への指導を行っている。 

■岡山市風致地区条例 -------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■岡山市景観計画、岡山市景観条例 --------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岡山市風致地区条例は、

岡山市の政令市移行に伴

い、平成 21 年に岡山県風致

地区条例を引き継いで制定

したものである。 

後楽園・岡山城周辺は昭和

15 年に風致地区に指定され

ており、昭和 37 年には操山

部分が追加指定されている。 

風致地区内では、建築物等

の建設、宅地の造成、木竹の

伐採等を行う場合、周辺の風

致に調和するよう規制があ

る。また、後楽園から望見さ

れないよう制限高さが設定

されている。 

岡山市景観条例は、昭和 63

年に制定された岡山県景観

条例を平成 19 年に岡山市が

引き継いだものである。 

後楽園周辺は平成4年に後

楽園背景保全地区、背景保全

重点地区に設定されている。 

地区内の大規模行為にお

ける景観形成基準について

は、延養亭などから望見さ

れない位置配置、規模、配

所した携帯意匠、素材等が

設定されている。 



76 

 

 

 

タイプ A-2 
園内+園外を眺望対象とした水平ビスタ景 

【事例：平和記念公園（広島県広島市）】3) 

◆公園緑地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆園内におけるコントロール 

 園内は、園内植栽の管理などにより、当初の設

計意図を反映したビスタ景が維持されている。 

 その結果として、前景エリア両サイドの建物等

は、園地内の列状植栽によりある程度隠蔽され

ている。 

 公園の設計意図を示した銘板の設置や景観計画

策定に伴う連続シンポジウムの開催等、眺望景観

の価値の社会化についても取り組まれている。 

 

資料館下から原爆ドームへの眺望 

平和記念公園は、昭和

24 年の広島平和記念都市

建設法の制定に伴い整備

されたものである。 

平和記念資料館と慰霊

碑、原爆ドームを南北一線

上に配置した設計となっ

ているが、建設当時には存

在しなかった背後の建物

等が問題となっている。 

列状植栽による両サイドの建物の隠蔽 

【周辺地図】1) 

原爆ドーム 

資料館下 

慰霊碑 
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◆園外におけるコントロール 

 園外については、広島市景観計画で景観計画重点

地区に設定されており、原爆ドームと慰霊碑を貫

く南北軸の眺望景観の確保などの方針が示され

ている。 

 景観計画では、建築物や屋外広告物について基準

が定められており、要綱により、景観法に基づく

届出等に係る事前協議が必要とされている。 

 

■広島市景観計画、景観法に基づく届出等に係る事前協議制度に関する取扱要綱 ------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■（参考）周辺の土地利用の状況と今後の課題 ------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広島市景観計画および事前協議制度に関

する取扱要綱は、昭和 56 年の広島市都市

美計画、都市美協議制度以来の流れを引継

ぎ、平成 27 年に景観法に基づいて策定し

たものである。 

景観計画には、景観形成の方針及び形態

意匠の基準（形態、意匠、色彩）が定めら

れているほか、当該地区においては、法的

拘束力を持たない要綱で高さの基準が 4

段階で設定されている。 

特に、原爆ドーム背景地区（C 地区）

は、原爆ドームの存在感に配慮した景観

の形成を図る方針が示されており、高さ

の基準が最も低く設定されている。 

平和記念公園と公園からのビス

タ軸上の地域は、大部分が第二種住

居地域、一部が商業地域に指定され

ており、敷地面積によっては、今後

も眺望阻害となる建築物等の阻害

要素が発生する可能性がある。 

現在は要綱による協議制度によ

って誘導している高さ基準につい

ては、将来的に住民の合意を得つ

つ、景観計画へ反映させていくこと

が望まれる。 
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タイプ B 
園外を眺望対象とした俯瞰パノラマ景 

【事例：中央公園（神奈川県横須賀市）】4) 

◆公園緑地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆園内におけるコントロール 

 園地縁辺部、園地外周部の植栽について適切

な管理が行われており、猿島、東京湾への眺

めが維持・保全されているとともに、前景エ

リアの建物等も隠蔽されている。 

 

 

 

園内眺望点から猿島、東京湾への眺望 

中央公園は、市中心市

街地の東側の崖地上に整

備された公園（標高約 50

ｍ）である。 

高所に位置する公園か

らは、海岸線沿いに広が

る横須賀市街地、東京湾、

猿島の広がりある眺望が

得られ、横須賀の代表的

な眺望となっている。 

視点場に近いエリアの阻害要素の隠蔽 

横須賀市街地、猿島、東京湾 
園地外周樹林 

【周辺地図】1) 
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◆園外におけるコントロール 

 園外は、横須賀市景観条例および横須賀市景観計画における高さ基準と都市計画高度

地区における建築物の高さの最高限度の二段階の規制・誘導により、中央公園から猿

島・市街地への眺望を保全している。 

■横須賀市景観条例、横須賀市景観計画 ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■都市計画高度地区 ---------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中央公園 

15ｍ 

20ｍ 

31ｍ 

横須賀市景観条例、景観

計画は、それぞれ平成16年、

平成18年に景観法の規定に

基づいて制定された。 

中央公園周辺は、中央公

園眺望保全区域に指定され

ており、公園から海面およ

び猿島等への眺望を保全す

るため、段階的に建築物等

の高さの最高限度を定めて

いる（既存の建築物は対象

外）。 

中央公園周辺は、平成 16

年に高度地区に指定されて

おり、建物の高さが 15ｍ～

31ｍ（3 段階）に制限され

ている。 

この高さはすべて、景観

計画による高さ基準を下回

るものであり、今後、眺望

阻害となる建築物等の要素

が発生する可能性は低いと

考えられる。 
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タイプ C 
園内を眺望対象とした水平パノラマ景 

【事例：浜離宮恩賜庭園（東京都中央区）】5) 

◆公園緑地の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆園内におけるコントロール 

 園内は、東京都（委託管理者：東京都公園協会）

により、園内景を保つための維持管理が行われ

ている。 

 園地縁辺部の植栽は、園外に存在する小規模な

建物等をある程度隠蔽している。 

 

 

 

中島御茶屋から東京湾方向への眺望 

浜離宮恩賜庭園は、東京

湾から海水を取り入れ、潮

の干満で景色の変化を楽

しむ潮入りの回遊式築山

泉水庭である。 

中島御茶屋からは、潮入

池を前景としたパノラマ

景が得られるが、背後には

創設時には存在しなかっ

た様々な建物等が見える。 

阻害要素の隠蔽 

勝どき、晴海エリアの建物 

中島御茶屋 
園内樹林 

【周辺地図】1) 
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◆園外におけるコントロール 

 園外は、東京都景観条例および東京都景観計画と大規模建築物等の建築等に係る事前

協議制度（東京都自主条例）の 2 段階の制度により、建築物等の配置、高さ、意匠、

色彩等の誘導を行っている。 

 特に、屋外広告物については、東京都景観条例と東京都屋外広告物条例とで、20m 以

上の屋外広告物の表示の禁止等の規制を行っている。 

■東京都景観条例および東京都景観計画、 

大規模建築物等の建築等に係る事前協議制度（東京都自主条例） ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京都景観条例および景

観計画は平成19年に制定さ

れた。 

重点地区として、文化財庭

園等景観形成特別地区を設

けており、浜離宮も旧芝離

宮、清澄庭園、新宿御苑等と

ともに指定されている。 

景観法に基づく誘導で

は、庭園外周から概ね 100

ｍ～300ｍまでの範囲（図の

赤線）に建築する高さ 20ｍ

以上の建築物等の建築に届

出が必要となり、園内主要

な眺望点からの見え方のシ

ミュレーション等により、

配置や高さ、意匠や色彩を

誘導している。 

東京都の独自条例に基づ

く誘導では、庭園外周から

概ね１㎞の範囲（図の青線）

に建築する都市再生特別地

区等の都市開発諸制度を活

用した大規模建築物等につ

いて届出が必要となり、園

内主要な眺望点からの見え

方のシミュレーション等に

より、配置や高さ、意匠や

色彩を誘導している。 
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表 5-1 ■文化財庭園等景観形成特別地区における景観形成基準 （出典：東京都） 

項 目 景観形成基準 

配置 

□ 敷地間隔や隣棟間隔を十分確保し、庭園からの眺望の開放感を阻害しないように

する。また、周辺の街並みに配慮した配置とする。 

□ 敷地内に庭園の築造と関係のある歴史的に重要な遺構や残すべき自然などがあ

る場合は、これらを生かした建築物の配置とする。 

高さ・規模 

□ 庭園内部の主要な眺望点からの見え方をシミュレーションし、庭園からの眺望を

阻害する高さや規模とならないように検討する。 

□ 庭園外周部と隣接している敷地においては、庭園外周部の樹木の高さを著しく超

えることのないよう計画する。 

形態・意匠 

・色彩 

□ 色彩は、別表２の色彩基準に適合するとともに、周辺景観と調和を図る。 

□ 建築物全体及び隣接する建築物等との形態のバランスを検討し、特に庭園景観の

背景としてふさわしい落ち着いた意匠とする。 

□ 長大な壁面を生じさせないようにし、壁面を分割するなど、庭園からの眺望に対

して、圧迫感を感じさせないようにする。 

□ 建築物に附帯する構造物や設備等は、建築物本体と調和を図り、庭園からの眺望

を阻害しないものとする。 

□ 建築物の外装材は、反射素材などの庭園からの眺望を阻害する素材は使用しない。屋

根、屋上に設備がある場合、庭園側に露出させないようにする。 

□ バルコニーや設備などは、建築物本体との調和を図る。 

□ 窓面の内側から広告物等を庭園に向けて表示しない。 

公開空地・

外構等 

□ 夜間の景観を検討し、過度な照明を庭園側に向けない。 

□ 敷地外周部は緑化を図り、庭園の緑との連続性を確保し、潤いのある空間を創出する。 

□ 緑化に当たっては、庭園樹種と同一性のある樹種を選定する。 

□ 対象行為により、庭園内の重要な樹木及び湧水等に悪影響を及ぼさないようにする。 

屋根屋上 
□ 屋上緑化や壁面緑化を行い、都市における緑の創出に積極的に寄与する。 

□ 突出した形状を避け、庭園外周部の樹木のスカイラインと調和したものとする。 

表 5-2 ■大規模建築物等の建築等に係る誘導区域における景観形成基準 （出典：東京都） 

項 目  景観形成基準 

配置  □ 隣地・隣棟間隔を十分に確保する。 

高さ・規模

等 

□ 周辺の建築物群と統一感のあるスカイラインとする。 

□ 長大な壁面をもつ建築物とならないように計画する。 

形態・意匠、

色彩、素材 

□ 色彩は、別表２の色彩基準に適合するとともに、周辺景観との調和を図る。 

□ 街並みの中で、著しく目立つものとして認識される赤や金色などの着色をしたガ

ラスを使用しない。 

□ 機械式駐車場・タワーパーキングなどの駐車場の設置に当たっては、建築物内に

収めるなど建築物と一体的な計画とする。 

屋外広告物

等 

□ 建築物の屋上には屋外広告物を設置しない。 

□ 建築物等の３階を超える部分又は地盤面からの高さが 10ｍ以上の部分（人工地盤

やデッキなどがある場合は、周囲の状況により個別判断する。）に設置する広告

物は、以下に掲げる基準に適合するものとする。 

□・建築物の窓面の内側から広告物及びこれに類するものを表示しない。 

□・建築物の壁面に設置する広告物（以下「壁面広告物」という。）は、自社名、

ビル名、店名又は商標を表示するものに限る。 

□・壁面広告物は、光源を使用する場合は、白色系とする。ただし、光源が点滅し

ないものに限る。 

□・壁面を使って投射する広告物は使用しない。 

□・ビル名の文字などを表示する壁面広告物は、高さを３ｍ以下、長さをおおむね

壁面幅の１/３以下とする。 

その他 
□ その他緑化に関する事項等については、景観法に基づく届出制度による景観形成

基準に適合したものとする。 
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5-2 その他参考となる眺望保全・再生の取組み事例 

ここでは、公園緑地に限らず、特に広域となる眺望景観の保全、眺望景観の社会化に

ついて参考となる取組み事例を示す。 

事例 1 京都市眺望景観創生条例に基づく眺望景観の保全 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-1 ■京都市眺望景観創生条例に基づく眺望景観保全地域 全図 （出典：京都市） 

 京都市眺望景観創生条例は、市内に数多くの歴史的建造物を有し、東山等の山地に

囲まれた京都の優れた眺望景観を創生するとともに、将来の世代に継承することを

目的として、平成 19年 3月に制定された条例である。 

 この条例に基づき、保全すべき眺望景観として 38つの眺望が定められている。 
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■眺望景観の保全のための区域の指定と規制内容 

 眺望景観の保全のための区域として、「眺望空間保全区域」、「近景デザイン保全区域」、

「遠景デザイン保全区域」の 3つの区域が定められており、それぞれの区域に応じて、

区域内の建築物等の規制を行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-2 ■眺望景観の保全のために配慮が必要な区域の考え方（出典：京都市） 
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事例 2 いしかわ景観総合計画に基づく広域的な景観の保全 7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-3 ■いしかわ景観総合計画の区域 （出典：石川県） 

 いしかわ景観総合計画は、景観条例と屋外広告物条例の統合、新条例（いしかわ景

観総合条例）の制定に伴い、県土全域の景観形成の指針となる総合計画として平成

20年に策定された計画である。 

 計画では、県全域を「景観エリア」、広域的・連続的景観や眺望景観、文化的な景

観、交流拠点景観などの地域を「景観形成重要エリア」、建築物等の影響が特に大

きな地域を「特別エリア」にゾーニング指定することにより、地域特性に応じた景

観形成を図ることとしている。 
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■個別計画「石川県眺望計画」による眺望景観の保全 

 石川県では、いしかわ景観総合計画に基づき、「石川県景観計画」、「石川県眺望計画」

を策定し、市町を超えた広域的な景観形成を推進している。 

 「石川県眺望計画」は、石川県を代表する優れた眺望景観を保全するための石川県独

自の計画である。白山への眺望など、優れた眺望景観を有する地域を「眺望景観保全

地域」に指定し、眺望景観を保全するような建築物等の高さ、色彩、デザインなどを

規制している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5-4 ■石川県眺望計画の概要（出典：石川県） 
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事例 3 眺望景観の価値の共有（眺望景観の社会化）に関する取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■コンペティションによりデザインが決定されたビューポイントサイン（出典：神戸市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビューポイントサインの整備による眺望景観の社会化（兵庫県神戸市）8) 

 神戸市では「神戸らしい眺望景観 50選.10選」を選定しており、ビューポイントを

訪れる人々に、広く情報を発信するためのビューポイントサインを設置している。 

 ビューポイントサインのデザインは、コンペティションで決定され、「ファッショ

ン都市・神戸」を思い起こさせる「針」をかたどったサインの針の穴から風景を覗

き込むことができるようになっている。 

 また、神戸市では、眺望景観について市民と理解を深め、協働して取組みを進めて

いくことを目的に、眺望景観連続セミナーを開催した実績もある。 

京都岡崎の文化的景観の保全（京都府京都市）9) 

 京都市では、六勝寺の造営や琵琶湖疏水の開削によって形成された岡崎地域の優れ

た景観を次世代に継承することを目的として、平成 22年度から 26年度にかけて文

化的景観の調査や保存計画策定に取り組んできた。 

 合わせて、京都岡崎魅力づくり推進協議会と連携し、住民に向けた連続講座やまち

歩き、パネル展示などの取組みを行い眺望景観の価値の共有を図ってきた。 

 これらの取組みを受けて、平成 27 年に、南禅寺や平安神宮などの社寺、無鄰菴な

ど別荘・庭園群を含む左京区と東山区を中心とした112ヘクタールが国の文化財「重

要文化的景観」に選定された。 

 目指すべき景観として、「東山山麓という場所性や東山への眺望」などの基本的性

格の継承が挙げられている。 
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■京都岡崎の文化的景観 京都市美術館付近（出典：京都市） 

 




